


























参考資料１ 

 

介護サービス事業者に関するアンケート調査結果（抜粋） 

 

 

 

＜ポイント＞ 

○ 特別養護老人ホーム（広域型）については、令和４年度調査では、７６．５％が「１年未満」で入

所している。令和４年度調査では、平成２５年度調査と比較して、「１年以上」の比率が２４．９ポイ

ント低下し、「１箇月以上３箇月未満」の比率が１４．１ポイント上昇している。 

○ 認知症高齢者グループホームについては、令和４年度調査では、８６．１％が「３箇月未満」で入

所している。令和４年度調査では、平成２５年度調査と比較して、「６箇月以上１年未満」の比率が１

１．５ポイント低下している。 

○ 特定施設入居者生活介護（地域密着型含む。）については、令和４年度調査では、７１．１％が「３

箇月未満」で入所している。令和４年度調査では、平成２５年度調査と比較して、「３箇月以上」の区

分の比率が低下し、「３箇月未満」の区分の比率が上昇している。 

申込みから入所までの期間

特別養護老人ホーム（広域型） （%）

1箇月未満
1箇月以上
3箇月未満

3箇月以上
6箇月未満

6箇月以上
1年未満

1年以上 合計

平成25年度調査 ① 3.6 7.9 19.1 20.8 48.5 99.9
令和4年度調査 ② 5.2 22.0 24.2 25.1 23.6 100.1

②-① 1.6 14.1 5.1 4.3 -24.9 0.2

特別養護老人ホーム（地域密着型） （%）

1箇月未満
1箇月以上
3箇月未満

3箇月以上
6箇月未満

6箇月以上
1年未満

1年以上 合計

平成25年度調査 ① 8.2 39.2 24.6 14.2 13.8 100.0
令和4年度調査 ② 11.7 11.7 18.4 23.9 34.4 100.1

②-① 3.5 -27.5 -6.2 9.7 20.6 0.1

認知症高齢者グループホーム （%）

1箇月未満
1箇月以上
3箇月未満

3箇月以上
6箇月未満

6箇月以上
1年未満

1年以上 合計

平成25年度調査 ① 45.5 30.1 8.0 13.7 2.7 100.0
令和4年度調査 ② 51.8 34.3 8.2 2.2 3.5 100.0

②-① 6.3 4.2 0.2 -11.5 0.8 0.0

特定施設入居者生活介護（地域密着型含む。） （%）

1箇月未満
1箇月以上
3箇月未満

3箇月以上
6箇月未満

6箇月以上
1年未満

1年以上 合計

平成25年度調査 ① 22.6 24.1 18.1 17.6 17.5 99.9
令和4年度調査 ② 37.3 33.8 11.9 8.4 8.6 100.0

②-① 14.7 9.7 -6.2 -9.2 -8.9 0.1



参考資料２ 

 

第１号介護保険料所得段階別の認知症高齢者グループホーム入居者構成比 

 

 令和５年６月２７日開催の令和５年度第１回京都市高齢者施策推進協議会において、委員から、認

知症高齢者グループホームは費用が高く、収入が少ないと利用しにくいのではないかとの意見をいた

だいた。 

 第１号介護保険料所得段階ごとの認知症高齢者グループホーム入居者数の構成比は、次のとおり。 

 

 

対象者の所得金額等 
GH 入居者 

構成比 

参考 

被保険者 

構成比 

第１段階 

・本人が生活保護を受給している場合 

・本人が老齢福祉年金を受給し、本人及び全ての世帯員が市民

税非課税である場合 
41.7% 23.5% 

本人及び全ての世帯

員が市民税非課税の

場合（本人が単身の

場合を含む） 

本人の前年中の課税

年金収入額 

  ＋ 

本人の前年の課税年

金に係る所得以外の

合計所得金額 

80 万円以下 

第２段階 
80 万円超 

120 万円以下 
13.2% 10.4% 

第３段階 120 万円超 10.8% 9.9% 

第４段階 本人が市民税非課税

で、世帯員の中に市

民税課税者（減免前）

がいる場合 

80 万円以下 5.9% 9.7% 

第５段階 80 万円超 4.8% 9.4% 

第６段階 

本人が市民税課税

（減免前）の場合 

本人の前年の合計所

得金額 

125 万円以下 7.9% 12.4% 

第７段階 
125 万円超 

190 万円未満 
7.2% 9.9% 

第８段階 
190 万円以上 

400 万円未満 
5.9% 9.4% 

第９段階 
400 万円以上 

700 万円未満 
1.0% 2.7% 

第１０段階 
700 万円以上 

1,000 万円未満 
0.4% 1.0% 

第１１段階 1,000 万円以上 0.8% 1.7% 

第２号被保険者 0.3% - 

 

＜ポイント＞ 

○ 認知症高齢者グループホーム入居者については、介護保険料の低所得者軽減の対象となる第１段階

～第３段階が６５．７％を占めている。 

○ 生活保護の被保護世帯が含まれる第１段階では、認知症高齢者グループホーム入居者の構成比が、

被保険者の構成比よりも、１８．２ポイント上回っている。 

○ 第２段階及び第３段階でも、第１段階ほどではないものの、認知症高齢者グループホーム入居者の

構成比が、被保険者の構成比よりも上回っている。 


